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2024 年１月期及び 2024 年７月期の運用状況の予想の修正に関するお知らせ 

 
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2023 年７月 31 日

付で公表した 2024 年１月期（2023 年８月１日～2024 年１月 31 日）及び 2024 年７月期（2024 年２月１
日～2024年７月 31日）の運用状況の予想について、下記のとおり修正しましたのでお知らせいたします。 
 

記 

 

１．2024 年１月期（2023年８月１日～2024 年１月 31 日）の運用状況の予想修正の内容 

 

営業収益 
（百万円） 

営業利益 
（百万円） 

経常利益 
（百万円） 

当期純利益 
（百万円） 

１口当たり 
分配金
（円） 

（利益超過分配金

を含む） 

  

１口当たり 
分配金 
（円） 

（利益超過分配金

は含まない） 

１口当たり 
利益超過 
分配金 
（円） 

前 回 発 表 
予想（Ａ） 

11,869 4,672 4,300 4,299 8,781 7,071 1,710 

今 回 修 正 
予想（Ｂ） 

11,869 4,671 4,300 4,299 8,781 7,071 1,710 

増減額 
（Ｂ―Ａ） 

0 △1 0 0 0 0 0 

増減率 0.0% △0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

（参考）2024年１月期：予想期末発行済投資口数 608,000 口 
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２．2024 年７月期（2024年２月１日～2024 年７月 31 日）の運用状況の予想修正の内容 

 

営業収益 
（百万円） 

営業利益 
（百万円） 

経常利益 
（百万円） 

当期純利益 
（百万円） 

１口当たり 
分配金
（円） 

（利益超過分配

金を含む） 

  

１口当たり 
分配金 
（円） 

（利益超過分配

金は含まない） 

１口当たり 
利益超過 
分配金 
（円） 

前 回 発 表 
予想（Ａ） 

12,353 4,784 4,326 4,326 9,150 7,115 2,035 

今 回 修 正 
予想（Ｂ） 

12,353 4,784 4,327 4,326 9,151 7,117 2,034 

増減額 
（Ｂ―Ａ） 

0 0 0 0 1 2 △1 

増減率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% △0.0% 

（参考）2024年７月期：予想期末発行済投資口数 608,000 口 

 

（注１）上記の運用状況の予想数値については、別紙１「2024 年１月期及び 2024 年７月期における運用状況の予想の前提

条件」記載の前提条件の下に算出した現時点のものであり、今後の不動産等の追加取得又は売却、不動産市場等の

推移、金利の変動、本投資法人を取り巻くその他の状況の変化等により、前提条件との間に差違が生じ、その結

果、実際の営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益、１口当たり分配金（利益超過分配金は含まない）及び１

口当たり利益超過分配金は変動する可能性があります。また、本予想は、分配金及び利益超過分配金の額を保証す

るものではありません。 

（注２）上記予想と一定以上の乖離が見込まれる場合は、予想の修正を行うことがあります。 

（注３）単位未満の数値は切り捨て、百分比率については、小数点第２位を四捨五入して記載しています。 

 
３．運用状況の予想修正及び運用状況の予想公表の主な理由 
2023 年８月３日付「新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ」において

公表しました新投資口の発行価額の決定、及び 2023 年８月 18 日付「第三者割当による新投資口発行に
おける発行口数の確定に関するお知らせ」において公表しました第三者割当による新投資口発行口数の
確定に伴い、前回発表予想において前提条件とした、新投資口の発行による手取金等に変動が生じたこと
から、2024 年１月期及び 2024 年７月期の運用状況及び分配金の予想の修正を行うものです。 

 

以 上 

 
＊本投資法人のホームページアドレス：https://www.mflp-r.co.jp 

https://www.mflp-r.co.jp/
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【別紙１】 
2024 年１月期及び 2024 年７月期における運用状況の予想の前提条件 

 

項目 前提条件 

計算期間 
・2024年１月期（第15期）（2023年８月１日～2024年１月31日）（184日） 
・2024年７月期（第16期）（2024年２月１日～2024年７月31日）（182日） 

運用資産 

・本投資法人が2023年７月31日現在保有している不動産信託受益権（合計25物件）並
びに2023年８月10日に取得した「MFLP東名綾瀬」に係る不動産信託受益権（共有持
分50％）及び「MFLP所沢」に係る不動産信託受益権（以下、上記７月31日現在の保
有25物件と併せ、個別に又は総称して「現保有資産」といいます。）に加え、2024年
２月１日に「MFLP平塚Ⅲ」に係る不動産信託受益権、「MFLP新木場Ⅰ」に係る不動産
信託受益権及び「MFLP・SGリアルティ福岡粕屋」に係る不動産信託受益権（共有持
分50％）（以下、個別に又は総称して「取得予定資産」といいます。）を取得するこ
とにより、本投資法人の保有資産が30物件になること、その後、2024年７月期末ま
でに資産の変動（現保有資産の処分等及び取得予定資産以外の新規物件の取得）が
ないことを前提としています。但し、実際には取得予定資産以外の新規物件の取得
又は現保有資産の処分等により変動する可能性があります。 

営業収益 

・現保有資産の賃貸事業収益については、本日現在効力を有する締結済みの賃貸借契
約、テナントの動向、市場動向等を勘案して算出しています。 

・取得予定資産の賃貸事業収益については、現所有者より提供を受けた情報をもとに
締結済みの賃貸借契約、テナントの動向、市場動向等を勘案して算出しています。 

・2024年１月期までは、フリーレント等により一定期間の賃料を減額させる賃貸借契
約を締結した場合、当該一定期間は減額させた賃料で収益を認識し、また賃料が賃
貸借期間中に変動する賃貸借契約を締結した場合、当該期間毎に応じた賃料で収益
を認識することとし、2024年７月期より、賃貸借契約における2024年２月１日以降
の賃料総額が確定している場合に限り、当該一定期間及び変動期間を含む2024年２
月１日以降の契約期間にわたって収益を定額で認識する方法に会計方針を変更す
ることを前提として算定しています。 

・不動産等売却損益の発生がないことを前提としています。 

営業費用 

・主たる営業費用である賃貸事業費用のうち、減価償却費以外の費用については、現
保有資産に関しては過去の実績値をもとに、取得予定資産に関しては現所有者より
提供を受けた情報をもとに、費用の変動要素を考慮して算出しています。 

・減価償却費については、定額法により算出しており、2024年１月期に3,116百万円、
2024年７月期に3,295百万円を想定しています。 

・賃貸事業費用（減価償却費を含みます。）控除後の賃貸事業利益（不動産等売却益を
除きます。）は、2024年１月期に5,942百万円、2024年７月期に6,088百万円を想定し
ています。 

・一般的に、不動産等の売買に際しては、取得資産の固定資産税及び都市計画税等は
現所有者と期間按分による計算を行った上で物件取得時に精算されますが、本投資
法人は当該精算金相当分を取得原価に算入することとしています。したがって、
2023年７月期に取得した「MFLP大阪交野」及び2024年１月期に取得した「MFLP東名
綾瀬」及び「MFLP所沢」の固定資産税及び都市計画税等については、2024年度の固
定資産税及び都市計画税等が2024年７月期から、取得予定資産である「MFLP平塚
Ⅲ」、「MFLP新木場Ⅰ」及び「MFLP・SGリアルティ福岡粕屋」の固定資産税及び都市
計画税等については、2025年度の固定資産税及び都市計画税等が2025年７月期から
費用計上されることとなります。 

・建物の修繕費については、本資産運用会社が策定する中長期の修繕計画をもとに、
2024年１月期に154百万円、2024年７月期に215百万円を想定しています。但し、予
想し難い要因により修繕費が増額又は追加で発生する可能性があることから、予想
金額と大きく異なる結果となる可能性があります。 

営業外費用 
・支払利息、投資法人債利息及びその他融資関連費用として2024年１月期に330百万
円、2024年７月期に434百万円を想定しています。 

・投資法人債発行費については、投資法人債発行月より10年間で月割り償却しており、
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投資法人債発行費償却として、2024年１月期に２百万円、2024年７月期に２百万円
を想定しています。 

・新投資口の発行に係る投資口交付費については、投資口発行月より３年間で月割り
償却しており、投資口交付費償却として、2024年１月期に24百万円、2024年７月期
に19百万円を想定しています。その他、新投資口の発行に係る一時的な費用として、
2024年１月期に13百万円を想定しています。 

有利子負債 

・有利子負債総額は、2024年１月期末に131,900百万円、2024年７月期末に147,900百
万円を前提としています。 

・LTVについては、2024年１月期末に36.6％、2024年７月期末に39.4％を見込んでいま
す。また、LTVの算出にあたっては、次の算式を使用しています。 

  LTV＝有利子負債総額÷総資産額×100 

投資口 

・本書の日付現在の発行済投資口数608,000口を前提とし、2024年７月期末まで新投
資口の発行等による投資口数の変動がないことを前提としています。 

・１口当たり分配金（利益超過分配金は含まない）及び１口当たり利益超過分配金は、
2024年１月期及び2024年７月期の予想期末発行済投資口の総口数608,000口により
算出しています。 

１口当たり分配 
金（利益超過分配
金は含まない） 

・１口当たり分配金（利益超過分配金は含まない）は、本投資法人の規約に定める金

銭の分配の方針に従い、利益の全額を分配することを前提として算出しています。 

・但し、運用資産の異動、テナントの異動等に伴う賃貸事業収入の変動又は予期せぬ
修繕の発生等を含む種々の要因により、１口当たり分配金（利益超過分配金は含ま
ない）は変動する可能性があります。 

１口当たり 
利益超過分配金 

・１口当たり利益超過分配金は、本投資法人の規約に定める金銭の分配の方針及び運
用ガイドラインに従い算出しています。 

・本投資法人は、不動産売却損益等を除いた、運用資産の賃貸等の運用によって生じ
るキャッシュフローに重点をおいて、長期的な保有資産の維持管理及び財務の安定
性が確保される範囲内で、FFO（注１）の75％を上限として、利益超過分配を含めた
分配可能金額を算定し、そのうち利益分配の額を超過した金額を基に、総合的に判
断を行った上で決定した金額を利益超過分配として継続的に分配（以下「継続的な
利益超過分配」といいます。）する方針です。なお、2023年７月期まではFFOの70％
に相当する金額を分配可能金額とし、2024年１月期以降については段階的に引き上
げ、2024年１月期においてはFFOの72％に相当する金額を、2024年７月期においては
FFOの73％に相当する金額をそれぞれ分配可能金額とし、以降2025年１月期におい
てはFFOの74％に相当する金額を、2025年７月期においてはFFOの75％に相当する金
額を分配可能額とする方針です。但し、経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動
向、保有資産の状況並びに本投資法人における当該営業期間の減価償却費に占める
利益超過分配の割合（注２）、LTVの水準及び余剰現預金の状況等を勘案し、継続的
な利益超過分配を行わない場合があります。 

・さらに、継続的な利益超過分配に加えて、新投資口発行等の資金調達等により、１
口当たり分配金（利益超過分配金を含む）の分配額が、一時的に一定程度減少する
ことが見込まれる場合には、１口当たり分配金（利益超過分配金を含む）の金額を
平準化する目的で、一時的な利益超過分配を行うことがあります。 

・但し、長期的な保有資産の維持管理を継続する観点から、上記の金銭の分配を実施
した場合、当該営業期間の減価償却費相当額から当該営業期間の利益超過分配の額
を控除した金額が、建物等維持管理のための資金に関する基準額（注３）を下回る
場合においては、分配金額が利益分配相当の総額を下回らない限度において利益超
過分配の額を減額するものとし、利益超過分配を実施しない場合もあります。 

・また、安定的な財務運営を継続する観点から、上記の金銭の分配を実施した場合に
鑑定LTV（注４）が60％を超える場合においては、利益超過分配を実施しないものと
します。 

・利益超過分配金総額は、上記算出に基づき2024年１月期に1,039百万円、2024年７月
期に1,236百万円を想定しています。なお、信託定期借地権に係る借地権償却費の計
上及び資産除去債務関連費用に係る減価償却費の計上に伴う所得超過税会不一致
が分配金に与える影響を考慮した一時差異等調整引当額として、2024年１月期に22
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百万円、2024年７月期に32百万円の利益超過分配の実施を見込んでいますが、この
金額は上記1,039百万円及び1,236百万円に含まれています。 

（注１）「FFO」とは、英文の Funds From Operationの頭文字をとった略称であり、当期純利益（但し、不

動産売却損益等を除きます。）に当該営業期間の減価償却費を加算した値をいいます。 

（注２）当該割合の上限は、当該営業期間の減価償却費の 60％に相当する金額とします。 

（注３）「建物等維持管理のための資金に関する基準額」とは、建物状況調査報告書に記載された資本的支

出相当額を 12 年で平均した金額の６ヶ月相当額に２を乗じた金額をいいます。 

（注４）鑑定 LTV（％）＝Ａ／Ｂ×100（％） 

Ａ＝当該決算日における有利子負債総額 

Ｂ＝当該決算日における貸借対照表上の総資産額－当該決算日における保有不動産の減価償却後の簿価の

金額＋当該決算日における保有不動産の鑑定評価額の合計額 

その他 

・法令、税制、会計基準、株式会社東京証券取引所の定める上場規則、一般社団法人

投資信託協会の定める規則等において、上記の予想数値に影響を与える改正が行わ

れないことを前提としています。 

・一般的な経済動向及び不動産市況等に不測の重大な変化が生じないことを前提とし
ています。 

 


